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第２章　有料化実施時におけるごみ減量の影響要因

第１節　緒言

　１章で述べたように、有料化により大きなごみ減量が見られたとの報告がすでに数多くあり、また

有料化を実施している自治体の方がそうでない自治体と比較してごみ量が少ないとの報告も多い。こ

のように有料化によりごみが減量することは明らかになってきているが、有料化してもほとんど減少

しない自治体もある一方で、５割程度の減量を達成した自治体も存在し、自治体による減量の程度に

差があることも明らかである。このばらつきが、どのような要因によって影響を受けているのかを知

ることは、有料化によって有効にごみ減量を図るうえで重要であると考えられる。

　有料化によるごみ減量効果への影響要因に関する既存研究については、すでに 1.2.2.で整理した。

その結果、家庭系ごみ収集量については価格が高いほどごみが減量すること、一定量無料制有料化注 1）

については理論的にはごみ減量効果を減少させるが、日本の事例について、とくに価格との関係も含

めて分析した研究はないこと、資源分別収集の存在は有料化のごみ減量効果を増加させないこと、都

市化によりごみ減量が小さくなる傾向があるが、ごみ量の多い自治体でごみ減量が大きい傾向もあり、

その影響は明らかとはいえないこと、等が把握された。

　しかしながら、それらの変数のうち、どの変数が主要な影響を及ぼしているのかを明らかにした研

究はない。また、その多くは有料化自治体と非有料化自治体の間のごみ排出量の違いを論じているも

のであり、有料化実施時の減量との関係を直接分析した研究は多くない。実際に自治体が実施を検討

するうえでは、有料化を実施することでどの程度減量するのかが重要となると考えられる。有料化実

施前後の減量率のばらつきの主要な要因は何かを、種々の制度特性・地域特性の影響を総合的に考慮

して明らかにすることが重要であろう。

　一方、有料化による家庭系ごみの減量は、発生抑制、自家処理、リサイクル、事業系混入ごみ注 2）の

減少、等によるとの研究がある（郡嶌(1995)、田中ら(1996)、植田(1996)）。有料化によるごみ減量の

影響要因を検討する際には、これらの減量手段の普及に影響すると考えられる地域特性、制度特性に

ついて分析する必要があると考えられるが、これまでの研究においては十分とはいえない。

　そこで本章では、有料化実施時のごみ減量効果が、どのような地域特性や制度特性に影響を受ける

のかを明らかにするために、発生抑制、自家処理、リサイクル、事業系混入ごみの減少に影響すると

考えられる地域特性、制度特性を取り上げ、有料化実施時のごみ減量との関係について分析を行う。

第２節　モデルと分析方法

2.2.1.有料化実施時のごみ減量に関する要因モデル
　以下では、有料化実施時のごみ減量を引き起こしていると考えられる発生抑制、自家処理、リサイ

クル、事業系混入ごみ、の変化に影響すると考えられる要因を取り上げ、仮説モデルを提示する。

（１）発生抑制

　まず発生抑制に関係する要因としては、３章と同様、平均世帯人数の逆数を取り上げる。これは世

帯人数が多い方が共同消費が行いやすく、包装材などの発生が抑制されやすいとの考えに基づくもの

である。逆数をとるのは以下の理由による。世帯からのごみ発生量には、世帯につき、ほぼ一定程度

出るごみと、家族人数に応じて増えるごみがあると考えられるが、この場合、世帯当たりのごみ発生

量は、世帯人数の切片のある一次式で近似できると考えられる。このとき、一人当たりのごみ発生量

は世帯人数の逆数の一次関数となる。このような考え方により逆数をとることとする。なお、有料化

時に限定されない一般的なごみ発生量についての研究を 3.2.1.（２）において整理し、平均世帯人数

の逆数がごみ発生量に影響するとの仮説を採用しているが、ここでは同様のメカニズムが有料化実施

時の発生抑制にも影響すると考え、平均世帯人数が多い自治体ほど、よりごみが減量するとの仮説を

たてて、これを検討する。

                            
注 1） 本研究における一定量無料制の詳細な定義は 1.1.2.参照。一定量無料制には、高山市や出雲市などのような負担補

助併用型、守山市のような多段階比例型、また都城市のような定額制従量制併用型も含めている。
注2） 家庭系ごみ収集量には、事業系のごみが混入した分が含まれることが指摘されている（松藤ら(1989)）。ここでは、

事業系から家庭系に混入しているごみを「事業系混入ごみ」と表現する。
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（２）自家処理

　つぎに自家処理に関係する要因として、ここでも３章と同様に、一戸建て率、および、第一次産業

就業者割合を取り上げる。第一次産業就業者割合が高いほど、農村部の世帯割合が大きいと考えられ、

自家処理可能な世帯が多いと考えられる。また集合住宅に住む世帯割合が高いほど、自家処理が不可

能である世帯の割合が高いだろう。3.2.1.（４）では、有料化時に限定されない、一般的な自家処理

の影響要因についての既存研究を整理し、自家処理に影響していると考えられる要因として一戸建て

率、および、第一次産業就業者割合を取り上げている。ここでは、有料化によって自家処理が促進さ

れる場合にも、これらの地域特性に制約を受けると考え、一戸建て率が高く、第一次産業就業者割合

が高いほど、ごみ減量が大きいとの仮説をたて、これを検討する。

　このように本研究では、上記の発生抑制とこの自家処理の影響要因として、1.2.2.で述べた都市化

と関係している地域特性で、有料化のごみ減量効果に影響していると報告されている持ち家率、平均

世帯人員、産業構造を取り上げた。持ち家率は、上記では直接取り上げていないが、持ち家率と一戸

建て率とは相関が高いと考えられ、一戸建て率を採用することで対応しているものと考える。

（３）リサイクル

　次いでリサイクルについて検討する。ここでは、資源分別収集制度の影響を取り上げる。なお、本

章における分析対象は可燃ごみであるので、代表的な資源ごみのうち、可燃系である古紙類の分別収

集に限定して、資源分別収集の有無による影響を調べる。古紙類については従来から民間でリサイク

ルされており、それらと競合するような自治体による分別制度を導入する必要性は必ずしもないと考

えるが、雑古紙類のリサイクルについては、または民間のリサイクルが十分機能していない地域にお

いては、ごみとして排出されていた古紙類を減量しようとする場合の受け皿となるであろう。

　ただし、資源分別収集が同時に導入された場合には、古紙分別収集のもとで有料化が実施されるこ

とによりごみ減量を促進するという「有料化効果」と、古紙分別収集制度の導入自体がごみ減量を促

進するという「分別導入効果」の２つの効果が含まれるため、これをすべて有料化の減量効果と考え

ると、有料化を過大評価することになる。このため、これら２つの効果を別々に推定したうえで、そ

れぞれの効果が有意に認められるか否かを検証する必要がある。

　ここでは、「有料化実施次年度における古紙類の資源分別収集の有無」を表すダミー変数（分別収集

があるときに１、ないときに０とする。以下、「次年度紙収集の有無」とする）、および、「古紙類の資

源分別収集を有料化実施年度に導入したか否か」を表すダミー変数（同年度に導入を行ったときに１、

それ以外を０とする。以下、「紙収集の開始」とする）の２つのダミー変数を導入して重回帰分析を行

う。これにより、ダミー変数「紙収集の開始」の偏回帰係数によって「分別導入効果」を推定し、ダ

ミー変数「次年度紙収集の有無」の偏回帰係数によって「有料化効果」を推定することができるので、

それぞれの効果が有意に認められるかどうかを検討することができる。

　1.2.2.で述べたように、これまでの既存研究の結果からは、資源分別収集の存在によって有料化の

ごみ減量効果は促進されないと考えられる。一方、高月(1991)や笹尾(2000)、また３章の分析結果に

おいても資源分別収集自体のごみ減量効果は認められている。以上に基づき、古紙分別収集のもとで

有料化が実施されることによりごみ減量を促進するという「有料化効果」はないが、古紙分別収集を

有料化と同年度に導入することによる「分別導入効果」はある、との仮説を立てて、これを検討する。

これらの仮説はすでに検討されているものではあるが、いずれも有料化自治体と非有料化自治体との

比較による。本研究では、有料化実施前後のごみ減量率を指標として分析することで、さらに有料化

と資源分別収集制度との関係について検討する。

（４）事業系混入ごみの排除

　つぎに事業系混入ごみの排除について検討する。事業系ごみのうち、とくに家庭系に混入しやすい

ごみは、小規模事業所から排出されるごみと考えられる。また許可業者収集がある自治体では比較的

事業系のごみが分離されやすいが、そうでない場合には混入しやすいとも考えられる。そこで、ここ

では事業系混入ごみ量の影響要因として一人あたり小規模事業所数、および、許可業者収集の有無を

検討する。そして、事業系混入ごみ量が多いほど、有料化実施時にその減量も大きいと考え、一人あ

たり小規模事業所数が多いほど、また許可業者収集を行っていない自治体ほど、有料化時のごみ減量

が大きいとの仮説を立てて、検討する。

（５）経済的ディスインセンティブ
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　価格の影響については、すでに 1.2.2.で既存研究の整理を行っている。その結果からは、自治体処

理ごみ量を対象とした分析においては価格との関係が見られないことが多いものの、家庭系収集ごみ

量に限定した分析では、価格が高い自治体で大きな減量が起こるとの結果が得られている。しかしな

がら、家庭系収集ごみ量に関する研究は、ほとんどがある年度におけるごみ量について分析を行った

ものであり、有料化実施時のごみ減少量、あるいは減量率と価格との関係については田中ら(1996)以

外分析が行われていない。そこで本研究では、田中ら(1996)の結果に基づき、有料化実施時のごみの

減量について、価格が高いほどごみ減量が大きいとの仮説をたてて、これを検討する。

　また一定量無料制有料化の影響についても、1.2.2.で既存研究を整理している。Miranda ら(1994)の

理論的研究によれば、一定量無料制有料化は、全量従量制有料化注）と比較してごみ減量効果が小さい

と考えられ、また無料の量が多いほどごみ減量効果が小さいと考えられた。Miranda らは米国の事例で

それを確認している。一方、日本の事例においては大きな減量を達成した事例が紹介されており、上

記の理論は日本ではあてはまらないようにも見える。しかしながら、一般に取り上げられるのは大き

な減量を達成した自治体であるため、他の一定量無料制の事例も集めたうえで検討する必要があり、

また一定量以上については比較的高価格となる自治体が多く、価格との関係も考慮して分析する必要

がある。

　そこで本研究では Miranda ら(1994)の理論に基づき、価格が同じであれば、一定量無料制では全量

従量制と比較してごみ減量が相対的に小さい、無料配布枚数が多いほどごみ減量が小さい、との仮説

を立てて、これを検討する。ここでは、一定量無料制の場合に 1、それ以外は 0 となるダミー変数（以

下、無料配布ダミーとする）、および、４人世帯が１年間に無料配布される指定袋・シールの枚数（以

下、無料配布枚数とする）と、指定袋またはシールの 45L あたりの価格（以下、袋価格とする）とを

用いて重回帰分析を行い、一定量無料制の効果と袋価格の効果を別々に推定することを試みる。なお、

2.3.1.に述べるように、基本的にすべての市を網羅している資料に基づいて、現在までに有料化を実

施している市を抽出して調査しており、大きな減量を達成した事例のみに偏らないようにした。

　以上、有料化実施時

のごみ減量効果に対す

る影響要因を検討した。

その結果を図示すると、

図 2.2.1 のようになる。

矢印上の符号は、各変

数が増加したときにご

み減量が増えることが

想定されていれば＋、

減ることが想定されて

いれば－としている。

また影響がないとの仮

説については、０と表

記した。図の左側に変

数のグループ化を行っ

ている。平均世帯人数、

一戸建て率、第一次産

業就業者割合は都市化

と関係する指標であり、

互いに相関が高い可能

性があるので、各地域

特性の独自の影響を検

討するために同時に分

析を行う。インセンテ

ィブと分別収集については上述のように、同時に分析する必要がある。また事業系混入ごみとの関連

で取り上げた２変数についてもあわせて分析した。

                            
注） 本研究における全量従量制の詳細な定義は 1.1.2.参照。
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図 2.2.1 有料化時のごみ減量に関する本研究のモデル
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2.2.2.分析方法
　分析対象となる有料化実施時のごみ減量の指標としては、一人一日当たり家庭系可燃ごみ排出量の

有料化実施前後の減量率（以下、可燃ごみ減量率、とする）を採用する。ここで対象を家庭系可燃ご

みとしたのは、有料化の影響を直接受ける有料化の対象ごみのみにするのが、影響要因を明らかにす

る上で望ましいと考えたからである。

　分析は、線形モデルを仮定し、可燃ごみ減量率を従属変数、2.2.1.で採用した要因を独立変数とす

る重回帰分析によって行う。ただし、分析に必要なすべてのデータが得られた自治体は 23 自治体と少

なく、上記の変数をすべて同時に導入することには問題がある。そこで、仮説検証上、同時に分析す

ることが望ましいと考えられる図 2.2.1 の変数群毎に各変数の影響を分析し、仮説を検討する。その

後に、STEPWISE 法による変数選択によって、主たる影響要因となっている変数を選択し、主要な影響

要因を明らかにする。

　なお分析は東京大学情報基盤センターの汎用統計パッケージ SAS リリース 6.09 を用いて行った。

第３節　使用した統計と調査の概要

2.3.1.調査の概要
　分析に際して必要となる有料化実施時の制度特性データ、および、有料化実施前後の家庭系可燃ご

み収集量データについては、自治体に対する質問紙調査によってデータを収集した。調査の概要を以

下に示す。

　調査対象は、全国の市（東京都特別区を含む）のうち、自治体で家庭系ごみ、または事業系ごみ用

に特定のデザインの袋、またはシールを指定している、または斡旋等を行なっている自治体である。

　対象の選定にあたっては、猪上(1997)、および、「指定ごみ袋を考える会」ホームページを参考とし

て該当すると思われる市すべてに電話による確認を行った。また、情報のなかった市についても電話

による確認を行って、把握できるすべての該当自治体を調査対象とした。その結果、327 自治体の該当

自治体を確認し、調査票を郵送した。調査票は 1999 年 12 月 6 日に発送し、2000 年 2 月 29 日までに回

収できた 219 自治体のデータを対象として分析を行った（回収率 67.0％）。なお調査は、大阪府廃棄物

減量化・リサイクル推進会議として行ったものである。

2.3.2.制度特性
　本章で分析に用いる制度特性変数である、次年度紙収集の有無、紙収集の開始、許可業者収集の有

無、指定袋等の無料配布の有無、無料配布枚数、袋価格について述べる。

　次年度紙収集の有無、紙収集の開始は、上記の調査の回答、および、同封された資料等に基づき、

有料化実施前年度、および、次年度の新聞紙、雑誌類の分別収集制度の有無に基づき設定した。具体

的には、実施次年度に古紙分別収集を行っていた自治体は、次年度紙収集の有無を 1 とし、それ以外

の自治体を 0 とした。また実施次年度に古紙分別収集を行っていた自治体のうち、前年度には古紙分

別収集を行っていなかった自治体は、紙収集の開始を 1 とし、それ以外についてはすべて紙収集の開

始を 0とした。ただし、古紙分別の状況が不明の自治体については、欠損値とした。

　許可業者収集の有無については、有料化実施年度に事業系一般廃棄物の取り扱い方法について質問

し、許可業者収集があったとした自治体を 1、それ以外を 0とした。

　指定袋等の無料配布の有無については、有料化実施年度における、家庭系可燃ごみの指定袋または

シール等を一定枚数無料配布していたか否かについて質問し、無料配布をしていた自治体を 1、それ以

外を 0 とした。ただし、年間の配布枚数が少ない自治体等については電話により確認し、広報のため

に実施前にのみ配布した自治体は除いた。また、１章で述べたように一定枚数までは袋の原価程度で、

規定枚数を超えると高額になる守山市のような制度についても、２段階で価格が変化する制度という

考え方で、一定量無料制に含めて扱った。

　無料配布枚数については、上記質問で年間の配布枚数を質問して、その値を用いた。なお、世帯人

数によって配布枚数が異なる場合には、４人世帯に対して無料配布されている枚数を採用した。

　袋価格は、上記の調査によって得られた指定袋の価格のうち容量のもっとも大きいものの価格をそ

の容量で割って、45L に換算した値を用いた。シール制の場合には、そのシールで出すことができる最

大のごみ容量を当該容量とし、指定袋の価格に準じて求めた。なお、袋の寸法で表示されていた場合

には、他の自治体の袋等で同等のものがあればその容量を用い、ない場合には近い数値のものと同様

とした。また指定袋が入手できた場合にはその袋の容量を直接測定した。価格は、東京都の消費者物
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価指数注）により、1995 年度を基準として実質化した値を用いた。これは自治体によっては実施年度が

15 年異なるため、物価の違いを考慮する必要があると考えたからである。

2.3.3.ごみ量、地域特性
　ごみ量については、自治体から入手したごみ量統計データのうち、家庭系可燃ごみ収集量データを

用いた。これは、有料化の調査として、家庭系可燃ごみを基準に調査していること、および、既存研

究において、有料化実施によって減少しているのは主として家庭系可燃ごみであるとの報告（田中

ら,1996）があることによる。なお、混合収集を行っている自治体で、混合収集ごみを対象として有料

化している場合は、対象とするごみの内容が異なると考えて、分析対象から除いた。

　また、ごみ量の信頼性という点では計量器の有無が重要である（森口ら(1983））。本研究では自治体

への質問紙調査において計量器が自治体のごみ量統計に反映された年度について質問し、有料化実施

前年度において可燃ごみの統計値が計量器による測定データである自治体に限定して分析を行った。

　つぎに、地域特性について述べる。地域特性として用いた統計データについて、表 2.3.1 にまとめ

た。これらの統計を用いて、

［平均世帯人数の逆数］

＝［国勢調査世帯数：一般世帯数］

　／［人口］　（世帯／人）

［一戸建て率］

＝［一戸建て一般世帯数］

　／［国勢調査世帯数：一般世帯

数］　（－）

［第一次産業就業者割合］

＝［第一次産業就業者数］／（第

一次～三次産業就業者数の合計）

（－）

［一人当たり小規模事業所数］

＝［1～4 人民営事業所数］

　／［人口］　（事業所／人）

とした。

　なお人口は原則として、「廃棄物処理事業実態調査統計資料」に掲載されている 10 月 1 日人口を用

いたが、1984 年以前は総人口が掲載されていなかったため、1981 年～1984 年は「住民基本台帳に基づ

く全国人口、世帯数表、人口動態表」、1980 年は「住民基本台帳に基づく全国人口、世帯数表」に掲載

されている 3月 31 日人口を用いた。

　また人口以外は毎年のデータが入手できなかったため、それぞれ直前、直後のデータを用いて線形

補間することで各年度のデータを推定した。

2.3.4.分析対象自治体
　分析対象自治体は、1981 年から 1994 年の間に有料化を実施した自治体とした。また実施前年以前に

ごみ量の測定に対して計量器を導入している自治体に限定した。1981 年以降としたのは、実施年度の

古い自治体については、ごみ量・制度特性等に関するデータについて信頼性に問題がある可能性を考

慮したためである。1995 年以降の実施自治体を対象外としているのは、入手できた地域特性データの

制約による。

　以上の条件を満たしたうえで、実施前後の家庭系可燃ごみ量がわかる自治体は 32 自治体となった。

ただし、自治体によっては、ここで取り上げるすべての変数についてデータを得ることができなかっ

たので、分析によって用いたデータ数は異なる。すべての分析に必要なデータを入手できた自治体は 23

自治体となった。

第４節　有料化実施時におけるごみ減量の影響要因　－分析結果と考察－

　本節では、分析結果、および、考察について述べる。2.4.1.では図 2.2.1 で示した変数のグループ

別の分析結果を示し、2.4.2.で STEPWISE 法による変数選択式重回帰分析の分析結果を示す。考察につ

                            
注） 『日本国勢図会 1999/2000 年版』による。

表 2.3.1 地域特性として使用した統計資料一覧

項目名 資料、及び、調査名 使用年度

人口（1980年）
住民基本台帳に基づく
全国人口、世帯数表

80

人口（1981～1984年）
住民基本台帳に基づく
全国人口、世帯数表、
人口動態表

81～84

人口（1985年～1995年）
廃棄物処理事業実態調査
統計資料

85～95

国勢調査世帯数：一般世帯 国勢調査報告・第2巻 80,85,90,95
一戸建て一般世帯 同上 80,85,90,95
第一次産業就業者数 国勢調査報告・第3巻 80,85,90,95
第二次産業就業者数 同上 80,85,90,95
第三次産業就業者数 同上 80,85,90,95
1～4人民営事業所数 事業所統計調査報告 75,81,86,91,96

注)国勢調査世帯数：一般世帯、及び、第一次～第三次産業集業者数の85年度
～95年度のデータは「民力」(1999)を使用した。
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いては、2.4.1.、2.4.2.の分析結果を受けて、2.4.3.でまとめて行う。

2.4.1.可燃ごみ減量率に対する地域特性・制度特性の影響　－グループ別回帰分析の結果―
（１）都市化に関連する地域特性の影響

　初めに、発生抑制との関係が考えられる平均世帯人数の逆数、自家処理との関係が考えられる第一

次産業就業者割合、一戸建て率の影響について分析結果を示す。

　表 2.4.1 は、可燃ごみ減量率を従属変数、上記の地域特性をそれぞれ独立変数とする単回帰分析の

結果で、表 2.4.2 は上記３変数を独立変数とし

た重回帰分析の結果である。表中の空欄は、該

当する変数を分析に導入していないことを示す。

Ｎは分析に用いたデータ数である。（以下、同

様）。

　表 2.4.1 から、平均世帯人数の逆数は危険率

10％でも有意とは言えなかった。また第一次産

業就業者割合、一戸建て率は危険率 5％では有

意とはならなかったが、危険率 10％では有意で

あった。しかしながら表 2.4.2 の重回帰分析で

は、いずれの変数も危険率 10％でも有意に影響しているとは言えない結果となった。そこで、すべて

の変数のｐ値が 10％以内となるように、ｐ値の大きな変数から順に除いていくと、結果的に一戸建て

率のみが残った。

　以上の結果から、都市化と関連し、発生抑制との関係が考えられる平均世帯人数の逆数、自家処理

との関係が考えられる第一次産業就業者割合、一戸建て率については、可燃ごみ減量率に対して大き

な影響はなく、今回の結果からは都市化の程度による有料化時のごみ減量の違いはあまり見られなか

った。ただし、一戸建て率が危険率 10％ではあるが有意であり、若干の関連は認められた。

（２）事業系ごみ収集制度、および、事業活動特性の影響

　つぎに、家庭系ごみへの事業系ごみ混入量に関係すると考えられる許可業者収集の有無、および、

一人当たり小規模事業所数の影響についての分析結果を示す。

　表 2.4.3 は、可燃ごみ減量率を従属変数、許可業者収集の有無、および、一人当たり小規模事業所

数をそれぞれ独立変数としたときの単回帰分析、および、両変数を独立変数としたときの重回帰分析

の結果である。表からは、許可業者収集の有無、および、一人当たり小規模事業所数、いずれも単回

帰分析でも、重回帰分析でも、危険率 10％でも有意ではない。事業系ごみの混入に影響すると考えた

許可業者収集の有無、および、一人当たり小規模事業所数は、いずれもごみ減量に影響があるとは言

えなかった。

（３）資源分別収集の影響

　つぎに資源分別収集の影響についての分析結果を示す。可燃ごみ減量率を従属変数、「次年度紙収集

の有無」、および、「紙収集の開始」を独立変数として単回帰分析、および、重回帰分析を行った。表 2.4.4

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.381 0.239 - 0.122 0.116 0.036 - 0.003 -0.120 0.156 - 0.449
平均世帯人数逆数 -0.684 0.755 -0.163 0.373
第一次産業就業者
割合

0.619 0.360 0.300 0.096

一戸建て率 0.385 0.209 0.319 0.075

R
2
=0.0266 F=0.820 N=32 R

2
=0.0897 F=2.958 N=32 R

2
=0.1016 F=3.394 N=32

表 2.4.1 可燃ごみ減量率と都市化に関連する地域特性との関係

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.204 0.039 - 0.000 0.176 0.093 - 0.069 0.221 0.099 - 0.034
許可業者収集の有無 -0.060 0.048 -0.223 0.220 -0.060 0.049 -0.225 0.224
一人当たり小規模
事業所数

-0.299 2.497 -0.022 0.905 -0.459 2.478 -0.034 0.854

R
2
=0.0498 F=1.572 N=32 R

2
=0.0005 F=0.014 N=32 R

2
=0.0509 F=0.778 N=32

表 2.4.3 可燃ごみ減量率と許可業者収集、一人あたり小規模事業所数との関係

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 -0.304 0.528 - 0.570
平均世帯人数逆数 0.544 1.055 0.130 0.610
第一次産業就業者
割合 0.313 0.515 0.151 0.548
一戸建て率 0.368 0.368 0.304 0.326

R2=0.1213 F=1.288 N=32

表 2.4.2 都市化関連指標による重回帰分析の結果
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にその結果を示す。

　表から、「次年度紙収集の有無」、「紙収集の開始」のいずれも、可燃ごみ減量率と有意な正の関係に

あり、しかも両変数を同時に導入した重回帰分析においても、次年度紙収集の有無は危険率５％で、

紙収集の開始は危険率１％で、それぞれ有意である。すなわち、「有料化効果」はないとの仮説に反し

て、古紙分別収集制度の導入がごみ減量を促進するという「分別導入効果」の影響を除いても、古紙

分別収集が存在している方が有料化による減量効果が大きいという「有料化効果」が存在する結果と

なった。

（４）価格と一定量無料制の影響

　つぎに経済

的インセンテ

ィブに関係す

る変数として、

袋価格、およ

び、一定量無

料制の有無、

および、無料

配布枚数につ

いて分析結果を示す。

　表 2.4.5 は、可燃ごみ減量率を従属変数、袋価格、無料配布ダミー、および、無料配布枚数をそれ

ぞれ独立変数とする単回帰分析の結果である。また表 2.4.6 に、袋価格と無料配布ダミー、および、

袋価格と無料配布枚数を独立変数とする重回帰分析の結果をそれぞれ示した。

　表 2.4.5 から、袋価格が高いほどごみ減量率は大きく、これは危険率 0.1％で有意である。一方、無

料配布がある方が全量従量制よりごみ減量率が大きく、また無料配布枚数が多い方がごみ減量率が大

きいとの結果となっている。しかしながら、袋価格との重回帰分析を行った表 2.4.6 では、無料配布

ダミー、無料配布枚数とも危険率 10％でも有意ではなくなり、袋価格のみが有意となった。

　以上の分析結果からは、袋価格の影響を除くと、一定量無料制の有無、および、無料配布の枚数は、

ごみ減量率に影響しない、と考えられる。しかしながら、2.4.2.では異なった結果が得られており、2.4.2.

の結果も含めた考察は、2.4.3.で行う。

2.4.2.可燃ごみ減量率の主要な影響要因　－STEPWISE法による変数選択式重回帰分析の結果－
　ここではモデルで取り上げた影響要因のうち、どの変数が主要な影響要因かを検討するために、

STEPWISE 法による変数選択式の重回帰分析を行った。ただし、分析可能なデータが揃っている自治体

は 23 自治体しかないため、主要な３変数を選択した段階で分析を終了した。独立変数としては、2.4.1.

で分析を行った 10 変数全てを取り上げた。

　分析結果を表 2.4.7 に示す。ただし、表には 4 変数まで選択したときの分析結果も参考として掲載

している。表からは有料化実施時のごみ減量にもっとも大きな影響を及ぼしているのは紙回収の開始

の有無で、次いで無料配布の有無、そして、袋価格となった。紙回収の開始の有無の係数は 0.199 で

危険率 0.1％で有意、無料配布の有無の係数は 0.093 で危険率 5％で、袋価格の係数は 0.00048 となり

表 2.4.4 可燃ごみ減量率と古紙分別収集との関係

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.117 0.021 - 0.000 0.092 0.024 - 0.001 0.093 0.023 - 0.000
紙収集の開始 0.236 0.045 0.724 0.000 0.158 0.055 0.484 0.008
次年度紙収集
の有無

0.190 0.039 0.691 0.000 0.103 0.046 0.373 0.036

R
2
=0.5243 F=27.554 N=27 R

2
=0.4774 F=23.750 N=28 R

2
=0.6055 F=18.420 N=27

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.111 0.024 - 0.000 0.127 0.023 - 0.000 0.148 0.024 - 0.000
袋価格 0.001 0.000 0.649 0.000
無料配布ダミー 0.152 0.046 0.517 0.003
無料配布枚数 0.001 0.000 0.460 0.012

R
2
=0.4217 F=18.228 N=27 R

2
=0.2670 F=10.925 N=32 R

2
=0.2112 F=7.229 N=29

表 2.4.5 可燃ごみ減量率と袋価格、一定量無料制の関係

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.102 0.024 - 0.000 0.127 0.025 - 0.000
袋価格 0.001 0.000 0.496 0.012 0.001 0.000 0.584 0.009
無料配布ダミー 0.076 0.052 0.266 0.158
無料配布枚数 0.000 0.000 0.133 0.515

R2=0.4688 F=10.590 N=27 R2=0.4519 F=8.659 N=24

表 2.4.6 袋価格と一定量無料制関連変数による重回帰分析の結果
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危険率 10％で、それぞれ有意となった。

2.4.3.考察
　2.4.2.で主要な要因として選択された変数を含む変数のグループから考察する。

（１）資源分別収集と有料化によるごみ減量

　本研究の分析では、2.4.1.に示したように、古紙分別収集制度の導入がごみ減量を促進するという

「分別導入効果」の影響を除いても、古紙分別収集が存在している方が有料化による減量効果が大き

いという「有料化効果」が存在するという結果となった。一方、2.2.2.で述べたように、これまでの

研究では、資源分別収集の存在下で、追加的に有料化を実施してもごみ減量、あるいはリサイクル促

進は認められないとの結果が報告されている。そこで既存研究との比較を含めて、この点について考

察する。

　笹尾(2000)の研究では、資源分別収集の指標として分別数を用い、有料化自治体と非有料化自治体

との差を表すダミー変数の係数が、分別数によって影響を受けるかどうかを分析している。一方、本

研究では分別数との関係ではなく、分別の有無との関係を分析しており、視点が異なっている。資源

分別収集が存在する自治体の方が、有料化によるごみ減量率が高い場合でも、必ずしも分別数が多い

自治体の方が、有料化によるごみ減量が大きいとは限らない。すなわち、資源分別収集の効果として、

分別数ではなく古紙分別の存在の有無を取り上げたことが、笹尾の研究結果と異なった結論を得た一

つの理由と考えられる。その他、分析方法や分析対象とするごみ種、有料化自治体の定義等で両者は

異なっており、そのような差も結果の違いに影響した可能性は考えられよう。

　また Reschovsky ら(1994)は、カーブサイド・

リサイクリング（資源分別収集）のみの地域と

有料化も行われている地域とで、住民のリサイ

クル行動を比較した結果、リサイクル参加率に

差はないとの結果を報告している。これに対し

て本研究はいくつかの点で異なっているが、大

きな違いとして、リサイクル参加率ではなく可

燃ごみ減量率について分析している点が挙げら

れよう。もしも資源ごみ分別収集の存在によっ

て可燃ごみ減量率が増加しているのが、分別収

集量の増加でなくそれ以外の減量によるもので

あれば、リサイクル参加率に変化はなくても、

可燃ごみ減量率の増加もあり得る。その場合に

は Reschovsky ら(1994)の研究と本研究の結果は

必ずしも矛盾しないことになる。そこで資源ご 図 2.4.1 資源ごみ増加量と可燃ごみ減少量の関係
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表 2.4.7 可燃ごみ減量率への主要な影響要因－STEPWISE 法による結果－

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.105 0.022 - 0.000 0.068 0.018 - 0.002
紙収集の開始 0.248 0.043 0.783 0.000 0.222 0.032 0.700 0.000
無料配布ダミー 0.128 0.030 0.439 0.000
袋価格
次年度紙収集
の有無

R2=0.6134 F=33.32 N=23 R2=0.7995 F=39.88 N=23
偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

偏回帰
係数 標準誤差

標準偏回
帰係数 ｐ値

切片 0.062 0.017 - 0.002 0.050 0.018 - 0.012
紙収集の開始 0.199 0.032 0.629 0.000 0.154 0.041 0.486 0.001
無料配布ダミー 0.093 0.033 0.319 0.010 0.080 0.032 0.274 0.023
袋価格 0.00048 0.00024 0.241 0.059 0.00053 0.00023 0.265 0.034
次年度紙収集
の有無

0.059 0.035 0.211 0.108

R2=0.8347 F=31.98 N=23 R2=0.8574 F=27.05 N=23
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みの増加量と可燃ごみ減少量を、古紙分別収集の変化の有無によって分類して図 2.4.1 にプロットし

た。ただし、資源ごみ量は「廃棄物処理事業実態調査統計資料」の資源ごみ収集量のデータを用いて

おり、古紙のみではない。図からは資源ごみ増加量が多い自治体においても、可燃ごみ減少量はそれ

ほど増えておらず、さらに資源ごみ増加量が可燃ごみ減少量に占める割合は多くの自治体において小

さいことがわかる。すなわち、資源分別収集の存在下で可燃ごみ減量率が高いのは、必ずしも資源分

別収集量が増加したからではなく、その他の多様な減量行動を促した結果ではないかと推察される。

その結果、リサイクル参加率の動向とごみ減量率の動向とは異なった傾向を示したため、Reschovsky

ら(1994)の研究とは異なった結果を得たが、両研究の結果は矛盾するものではないと考えられる。

　以上のように、既存研究とは資源分別収集の指標や減量・リサイクルの指標が異なったために、異

なった結果を導いたかに見えたが、分別数ではなく古紙分別の有無を取り上げ、リサイクル参加率で

はなく可燃ごみ減量率に注目すれば、有料化によるごみ減量は資源分別収集の存在下で、そうでない

場合よりも大きいという本研究の結論は既存研究と矛盾なく妥当であろうと考えられた。

　なお、2.4.2.の STEPWISE 法による変数選択式重回帰分析では、今回取り上げた変数の中で、有料化

によるごみ減量にもっとも大きな影響を及ぼしている変数は、「紙収集の開始」という結果となった。

しかしながら 2.2.2.で述べたように、「紙収集の開始」の寄与は古紙分別収集制度の導入の減量効果で

あって、有料化の減量効果ではない。その意味では、「紙収集の開始」を有料化によるごみ減量の影響

要因としては挙げるべきではないと考えられる。ただし、古紙分別収集と有料化を同時に実施するこ

とで、有料化単独の実施と比べれば大きな可燃ごみ減量率が見込めることについては、今回の分析結

果から期待できる。この古紙分別収集の導入は有料化と同時でなくとも、同程度のごみ減量への寄与

が見込めるのか、同時導入によって減量効果が大きくなっているのかについては、今回の調査では明

らかにすることができなかった。この点は今後の課題である。

（２）一定量無料制有料化の効果と価格の影響

　2.4.1.で経済的インセンティブに関する変数のグループで分析したときには、無料配布の有無は有

意ではなくなっていたが、2.4.2.で他の変数、とくに紙回収の開始の有無と同時にモデルに導入され

ることで有意となり、しかも袋価格よりも影響の強い変数となった。

　一定枚数の指定袋を無料配布すること自体が、ごみの減量に大きな影響を及ぼすということは、

Miranda ら(1994)の理論モデルとも矛盾し奇異にも見える。しかしながら、従来ごみ排出量の多かった

世帯にとっては、今まで通り出していたら費用増となるが、一定量まで減量すれば無料となるという

具体的な目標が生じることによって、より減量行動を起こすという、いわば「目標効果」と呼べる作

用も考えられる。あるいは、規定枚数以上排出することの罰金のように認知され、規定枚数以上出し

てはいけないという社会規範が形成されることにより、純粋な経済的インセンティブ以上にごみ減量

を促すという「ペナルティ効果」が作用している可能性もある。このように考えれば、負の係数では

なく、正の係数が得られたことも解釈可能である。興味深い結果であるが、本研究ではこれ以上の分

析は困難である。一定量無料制と全量従量制の制度的違いが、住民の意識・行動に及ぼす影響の違い

等、更なる検討は今後の課題としたい。

　なお、本研究で分析対象とした有料化自治体についても、またその他の多くの事例においても、「低

袋価格・全量従量制」か「高袋価格・一定量無料制」のいずれかに分類される場合が多い。2.4.2.の

STEPWISE 法による変数選択式重回帰分析では、「無料配布の有無」、「袋価格」は、有料化によるごみ減

量に対して、「紙収集の開始」に次いでもっとも大

きな影響を及ぼしている変数となっているが、こ

のことは、価格の側面からも、無料配布の有無の

側面からも、「高袋価格・一定量無料制」がより大

きな可燃ごみ減量率を達成する方法であることを

主張する。しかも地域特性等の他の要因の影響を

考慮しても、この選択が大きな影響を持つのであ

る。これまでにも、負担増の緩和、逆進性の緩和、

住民合意等の観点から一定量無料制の有用性が論

じられてきた（植田(1990)、田中ら(1996) 、山川

ら(1996)）が、今回の分析結果からは、高い袋価

格を採用した一定量無料制は、ごみ減量の観点か

らも有効であることが示されたと考えられる。

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 50 100 150

無料配布枚数

可
燃
ご
み
減
量
率

(枚/年)

図 2.4.2 無料配布枚数の影響



－ 25 －

　また、無料配布枚数については、2.4.1.のグループ別分析において有意な影響が認められず、また

2.4.2.の STEPWISE 法による重回帰分析によっても主要な要因とはならなかった。これも、当初の仮説

に反する結果である。ここで、無料配布枚数と可燃ごみ減量率をプロットした図（図 2.4.2）を見ると、

無料配布枚数０、すなわち全量従量制有料化自治体を除くと、無料配布枚数の増加に伴い、ごみ減量

率は下がる傾向が見られる。一定量無料制自体はむしろ減量効果が見られたが、無料配布を行った自

治体の中で見ると、むしろ無料配布枚数が多い自治体の方がごみ減量率が低くなる可能性があるので

ある。今回はデータ数も少なく、一定量無料制自治体に限定した統計的解析は困難であるが、この点

についての分析は今後の課題である。

（３）都市化と有料化によるごみ減量

　本研究では、発生抑制や自家処理の行いやすさとの関係で、平均世帯人数、第一次産業就業者割合、

一戸建て率は有料化の減量効果に影響するのではないかと考えて分析を行った。これは、都市部では

自家処理ができないので、有料化しても減らない、と

の意見に対応するものでもある。また笹尾(2000)もこ

れを示唆していた。しかし今回の分析結果では、一戸

建て率が相対的に大きな影響が認められ、危険率 10％

で有意となったものの、主要な影響要因としては含ま

れず、この仮説に対して否定的であった。

　その理由と考えられることの一つとして、今回の分

析対象自治体に都市部といえるほどの自治体が含まれ

ていなかったのではないか、ということが考えられる。

この点について検討するために、平均世帯人数、第一

次産業就業者割合、一戸建て率の 1990 年度の全国の

市における各指標の分布と、今回の分析に用いたデー

タの分布と比較してみると、図 2.4.2～図 2.4.4 のよ

うになる。全体にピークはほぼ一致しており、とくに

農村部にも都市部にも大きな偏りは見られないが、一

戸建て率 50％未満の自治体がほとんど入っていない

ことから、都市化の非常に進んだ自治体については、

今回含まれていなかったと考えられる。このため、都

市化が非常に進んだ地域においても地域特性は影響し

ないのかどうかについては、今回の研究結果から解釈

するのは注意が必要であると思われる。より都市化の

進んだ事例も含めた分析は今後の課題である。

　２つめの理由としては、都市化に関連するこれらの

指標は潜在的な自家処理可能量や発生抑制可能量に影

響するものの、そのうちどの程度の割合が実際に減量

されるかには直接影響しなかったということが考えら

れる。どの程度の割合が減量されるかには、むしろ経

済的インセンティブやごみ減量意識、ごみ減量規範の

形成等、他の要因が影響する可能性がある。そして、

古紙分別収集の同時導入の有無や、価格、一定量無料

制の有無等の変数が主要な要因として抽出されている

ことから、むしろこれらの変数との関係で、自家処理

量や発生抑制量の変動についても説明され、潜在的自

家処理可能量と関連すると思われる都市化に関する指

標は、大きな影響を示さなかったのではないだろうか。

これは一つの解釈に過ぎないが、ある程度の自家処

理・発生抑制の地域的可能性があれば、あとは動機づ

けの程度によってごみ減量率も変わり得ることを示唆

するものであり興味深い点である。今後、さらに多様

な地域特性の自治体のデータを分析するとともに、資
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源分別収集の導入や一定量無料制などが住民のごみ減量意識・行動に与える影響を検討することで、

この解釈についても検討していきたい。

（４）事業系混入ごみと有料化

　事業系混入ごみの減量に影響する要因として、本研究では許可業者収集の有無、および、一人当た

り小規模事業所数を取り上げたが、いずれの変数も単回帰分析でも、重回帰分析でも、有意とはなら

なかった。今回取り上げた変数はいずれも、事業系混入ごみ量と関連があると考えた変数であるが、

これらの変数がほとんど可燃ごみ減量率と相関を持たなかったということは、事業系混入ごみ量が多

いからといって有料化時に多くの事業系混入ごみ量が排除されるとは限らないことを示唆する。事業

系混入ごみ量自体の把握が困難で、その増減の要因を分析することは困難を極めると思われるが、事

業系混入ごみの排除が有料化によるごみ減量の大きな割合を占めるのではないかとの指摘もあり（田

中ら,1996）、事業系混入ごみが排除されやすい条件の解明は重要である。これについては、今後の課

題としたい。

第５節　結語

　本章では、有料化実施時のごみ減量効果が、どのような地域特性や制度特性に影響を受けるのかを

明らかにするために、有料化実施時の発生抑制、自家処理、リサイクル、事業系混入ごみの減少に影

響すると考えられる地域特性、制度特性、および、経済的インセンティブに関連する制度特性を取り

上げ、有料化実施時のごみ減量との関係について分析を行った。

　ごみ減量に対する主要な影響要因を明らかにするために、STEPWISE 法による重回帰分析を用いて、

有料化実施前後の可燃ごみ減量率への影響が大きい変数を３つ選択した。その結果、古紙分別収集の

同時導入の有無、一定量無料制の有無、袋価格が選択された。ただし、古紙分別収集の同時導入の有

無の影響は、主として古紙分別収集導入の影響と考えられる。なお一定量無料制はごみ減量率を高め

る影響が認められた。

　また本研究では、分析に用いたデータ数の制約上、同時に多くの変数の影響を分析することは困難

であったので、関連するグループごとに分けて、いくつかの仮説を検討した。

　まず資源分別収集については、古紙分別収集制度の導入自体がごみ減量を促進するという「分別導

入効果」の影響を除くと、古紙分別収集が存在している方が有料化による減量効果が大きいという「有

料化効果」は存在しないという仮説について検討した。その結果、仮説に反して、古紙分別収集を導

入している自治体の方がそうでない自治体と比較して、可燃ごみ減量率は高いとの結果が得られた。

ただし、その関係は必ずしも資源ごみ収集量の増加によるものとは限らず、多様なごみ減量行動が促

された結果ではないかと考えられた。

　次に、袋価格と一定量無料制の関係について、袋価格が同じであれば、一定量無料制では全量従量

制と比較してごみ減量が相対的に小さい、無料配布枚数が多いほどごみ減量が小さい、との仮説を立

ててこれを検討した。その結果、仮説に反して、袋価格の影響を除いても、一定量無料制の影響はご

み減量率を高める方に有意に影響しており、しかも先にも述べたように主要な影響要因の一つとなっ

た。また、袋枚数の増加は有意な影響を及ぼさなかった。一定量無料制によるごみ減量促進効果につ

いては、目標効果、ペナルティ効果による解釈の可能性を示したが、その検証については今後の課題

として残された。

　また都市化との関係については、平均世帯人数、第一次産業就業者割合、一戸建て率といった都市

化関連変数が、有料化時の発生抑制や自家処理に影響を与えるとの仮定のもと、有料化のごみ減量効

果に影響を与えるとの仮説を立てて、これを検討した。その結果、一戸建て率の弱い影響は見られた

ものの、資源分別収集や袋価格、一定量無料制と比べると小さな影響しか見られず、都市化の程度は

あまり影響しないと考えられた。ただし今回の分析対象自治体には、一戸建て率が 50％未満の都市化

の進んだ自治体はほとんど含まれなかったため、今後さらに都市部のデータも含めた検討が必要であ

ると考えられた。

　最後に事業系混入ごみについて、小規模事業所が多い自治体、許可業者収集がない自治体は事業系

混入ごみが多く、有料化によってこれらの混入ごみが排除される結果、ごみ減量率が高くなるのでは

ないかと考え、一人当たり小規模事業所数、許可業者収集の有無の可燃ごみ減量率への影響について

検討した。その結果、今回の分析ではいずれも有意な影響が認められなかった。今回の結果から直ち

に事業系混入ごみの影響がないとは言えないが、少なくとも一人あたり小規模事業所数や許可業者の

有無については、有料化時の可燃ごみ減量率に影響しないと考えられた。
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　現実の制度特性を整理すると、多くの有料化自治体は、「低袋価格・全量従量制」か「高袋価格・一

定量無料制」のいずれかに分類されると考えられるが、本研究の結果からは後者の有料化の方がより

減量は大きいと考えられる。また古紙分別収集の同時導入は、有料化の減量に対する影響要因とはい

えないが、同時に導入することで、実施前後のごみ減量率が上昇することは期待できる。集団回収や

ちり紙交換等の既存の古紙回収ルートが十分機能している自治体においては、安易に導入することに

は問題もあると考えるが、今回の分析結果は、雑古紙等、従来リサイクルされていなかった品目に分

別収集を広げつつ、有料化だけでなく減量の受け皿作りにも努力していくことが、多様な減量行動を

促す上でも重要である可能性が考えられた。
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